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NPO法人ウィル大口スポーツクラブ事務局 オークマ温水プール2階   （月曜・火曜休業日）　☎95-1313
 水曜日から土曜日　午前10時から午後6時／日曜日　午前10時から午後5時　(午後0時30分から1時30分除く)
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教室一覧 多種目スポーツ／水泳／サッカー(尾張FC)／幼児体操／園児体操／小学生体操／チアダンス／キッズダンス／硬式テニス
ソフトテニス／バレーボール／ フィールドホッケー／柔道／のびのび健康体操／健康麻雀／うたごえ喫茶／プログラミング／イングリッシュスクール

指定管理施設 オークマグラウンド／オークマ温水プール／わかしゃち国体記念運動公園／秋田グラウンド／河北グラウンド　
総合テニスコート／大口町テニスコート／大口町野球グラウンド／ゲートボール場／健康文化センター（ほほえみプラザ）

教室詳細はホームページをご覧ください↑

園児体操教室園児体操教室

日程
時間
会場
受講料
申込み

木曜日クラス・金曜日クラス（１か月 3回）     
午後 3時 40分から４時 30分　定員　各クラス 12名     
大口町民会館 2階ホール　
4,800円／月（年会費 1,600円）      

　3月 9日（日）10時からweb申込み開始　対象　4月から年少になるお子さん          

　鉄棒・跳び箱・マット・平均台などを使って、身体の基礎作りをサポー
トします。神経系の発達は、４歳で全体のおよそ 80％、10歳ごろにほ
ぼ完成します。この時期に多くの動きを経験することが大切です。初
めての習い事は園児体操教室から始めませんか？
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